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Q：ある理由で社員を懲戒解雇したいのですが、そのときに解雇予告手当を支払わなければ

いけないのですか？　懲戒解雇ならば支払わなくてもいいような気がしますが。

A：「懲戒解雇だから解雇予告は不要」と考えている経営者の方が少なくありません。しかし、

法的には「懲戒解雇」＝「解雇予告手当なし」とはなっていません。懲戒解雇でも即日解雇

をする場合、解雇予告手当（平均賃金の30日分）の支払いが必要になります。

しかし、所轄の労働基準監督署に「解雇予告手当除外認定申請」を提出して、認定を受けれ

ば、解雇予告手当の支払いは不要になる場合があります。就業規則の懲戒解雇の事由に該

当していても、この認定を受けた後に支払わない決定をしてください。解雇予告手当除外

が認定されるのは、次のような場合です。

●社内での盗撮、横領、傷害など刑法犯に該当する場合（軽微なものを除く）

●社外で行われた盗撮、横領、傷害など刑法犯に該当する場合で、

会社の名誉を著しく傷つけた場合

●賭博などで職場の規律を乱し、他の社員に悪影響を与えた場合

●採用の際、重要な経歴を偽った場合

●無断で他の会社などで働き、二重就職した場合

●正当な理由がなく、2週間以上無断欠勤し、督促しても応じない場合

●遅刻や早退が多く、改善されない場合　

しかし、即日解雇した後に申請しても、その当日に労働基準監督署の認定が取れるとは限

りません。懲戒解雇の事由に該当することと、解雇予告手当の除外認定が通ることとは別

問題なのです。監督署が除外認定を行う際には、会社にこの認定申請書以外に「労働者名

簿」や「問題行動についての顛末書」「本人が問題行動を認めたことが分かる資料」など多

くの書類の提出が必要になります。ほかにも会社や当事者から事情聴取を行うなど、申請

のハードルが高くなっています。実際に認定が下りるまでには1週間程度かかる場合も

あり、申請をしたからといって必ず認定が下りる訳でもありません。

よって、懲戒解雇に該当する事件が起こったら、以下の手順を踏んでください。

1.該当社員を自宅謹慎させ、内容の調査をする

2.解雇予告手当除外認定申請を労働基準監督署に相談する

3.認定を受けた後に懲戒解雇する

冷静になってしかるべき手順を踏むことが大事なのです。
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